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（訂正）「第三者割当により発行される第２回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き 

第三者割当契約の締結に関するお知らせ」の訂正の件 

 

 

記 

 

平成23年5月2日付で開示いたしました「第三者割当により発行される第２回新株予約権の発行及び 

コミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」に関しまして、一部説明不足の部分が 

ありましたので、下記のとおり訂正のうえお知らせいたします。 

 

１．訂正箇所 

「６．割当予定先の選定理由等」 

「（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」の記載の一部 

  （訂正箇所に下線を付しております。） 

 

２．訂正内容 

（訂正前） 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

本新株予約権の発行に係る払込みについては、マイルストーン社より払込期日に全額払い込むことを

表明及び保証した書面を受領しており、また、本新株予約権の権利行使に係る資金の確保についても、

支障がない旨の説明を受けております。 

また、当社といたしましては、以下の内容にて、マイルストーン社が本新株予約権の権利行使に係る

資金を保有していることの確認を行っております。 

当社は、平成22 年 2月１日から平成 23年 1月 31 日に係るマイルストーン社の第 2期事業報告書を受

領し、その損益計算書により、当該期間の売上高が 25 億 32 百万円、営業利益が 3 億 86 百万円、経常利

益が 3 億 86 百万円、当期純利益が 53 百万円であることを確認し、また、貸借対照表により、平成 23 年

1月 31日現在の現金及び預金が3億 8百万円であり、一方、短期借入金が3億 59百万円であることを確

認いたしました。なお、短期借入金の 3 億 59 百万円については、マイルストーン社の代表取締役である

浦谷元彦氏の自己資金からの借入金であることを聴取により確認いたしました。また、当社はマイルス

トーン社の預金口座の通帳の写しを受領し、平成 23 年 3 月 31 日現在の預金残高が 4 億 25 百万円である

ことを確認し、払い込みに必要な財産の存在を確認いたしました。当社がマイルストーン社が本新株予

約権の権利行使に係る資金を保有していると判断した理由といたしましては、財務諸表の各数値により

財務の健全性が確認されたこと及び本新株予約権の行使に必要な現金及び預金を保有していることを確

認できたことによるものであります。 

また、本新株予約権の行使に当たっては、マイルストーン社は、新株予約権の行使により取得した当

社株式を市場で売却することにより、資金を回収し、その後、また新たな新株予約権を行使して株式を
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取得し、それを売却するという行為を繰り返して行うため一時に大量の資金が必要になることはなく、

また、その円滑な実施のために、当社株主との間で、当社株式の貸借契約を締結する予定でおります。 

 また、マイルストーン社は、当社以外の会社の新株予約権も引き受けておりますが、それらの会社に

おいても当社と同様のスキームで、新株予約権の行使により取得した当該会社の株式を売却することに

より、新たな新株予約権の行使に必要な資金を調達することが可能である旨を、聴取により確認してお

ります。 

以上により、当社はマイルストーン社が、本新株予約権の行使に係る資金を有しているものと総合的

に判断いたしました。 

 

（訂正後） 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

本新株予約権の発行に係る払込みについては、マイルストーン社より払込期日に全額払い込むことを

表明及び保証した書面を受領しており、また、本新株予約権の権利行使に係る資金の確保についても、

支障がない旨の説明を受けております。 

また、当社といたしましては、以下の内容にて、マイルストーン社が本新株予約権の権利行使に係る

資金を保有していることの確認を行っております。 

当社は、平成22 年 2月１日から平成 23年 1月 31 日に係るマイルストーン社の第 2期事業報告書を受

領し、その損益計算書により、当該期間の売上高が 25 億 32 百万円、営業利益が 3 億 86 百万円、経常利

益が 3 億 86 百万円、当期純利益が 53 百万円であることを確認し、また、貸借対照表により、平成 23 年

1月 31日現在の現金及び預金が3億 8百万円であり、一方、借入金が3億 59百万円であることを確認い

たしました。なお、当該借入金に関しましては、マイルストーン社の第２期事業報告書では短期借入金

となっておりますが、当社にてマイルストーン社の借入契約書を確認いたしましたところ借入期間が１

年超であったため、実際は長期借入金であること、及び、マイルストーン社の代表取締役である浦谷元

彦氏の自己資金からの借入金であることを確認いたしました。これを受けて、マイルストーン社は、第

２期事業報告書における当該借入金の勘定科目を短期借入金から長期借入金に訂正する予定とのことで

あります。また、当社はマイルストーン社の預金口座の通帳の写しを受領し、平成 23 年 3 月 31 日現在

の預金残高が 4 億 25 百万円であることを確認し、払い込みに必要な財産の存在を確認いたしました。当

社がマイルストーン社が本新株予約権の権利行使に係る資金を保有していると判断した理由といたしま

しては、財務諸表の各数値により財務の健全性が確認されたこと及び本新株予約権の行使に必要な現金

及び預金を保有していることを確認できたことによるものであります。 

また、本新株予約権の行使に当たっては、マイルストーン社は、新株予約権の行使により取得した当

社株式を市場で売却することにより、資金を回収し、その後、また新たな新株予約権を行使して株式を

取得し、それを売却するという行為を繰り返して行うため一時に大量の資金が必要になることはなく、

また、その円滑な実施のために、当社株主との間で、当社株式の貸借契約を締結する予定でおります。 

 また、マイルストーン社は、当社以外の会社の新株予約権も引き受けておりますが、それらの会社に

おいても当社と同様のスキームで、新株予約権の行使により取得した当該会社の株式を売却することに

より、新たな新株予約権の行使に必要な資金を調達することが可能である旨を、聴取により確認してお

ります。 

以上により、当社はマイルストーン社が、本新株予約権の行使に係る資金を有しているものと総合的

に判断いたしました。 

 

３．訂正の趣旨 

 マイルストーン社の借入金に関して、その借入期間が 1 年以内の短期借入ではなく、1 年超の長期借入であ

ることを明確にしたものであります 

以上 


